
 

 

 

 

 

高 齢 者 支 援 課 

障 害 者 福 祉 課 

 

 

議案第７７号 

港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例について 

 

「 東京都オリ ンピッ ク 憲章にう たわれる人権尊重の理念の実現を 目指す条例」 の

一部改正を 踏まえ、 入居資格を 認める者の範囲を 拡大するため、 港区立高齢者集合

住宅条例、 港区立ケアハウス条例及び港区立障害者住宅条例の一部を 改正し ます。  

 

１ 経緯 

東京都は、「 東京都オリ ンピッ ク 憲章にう たわれる人権尊重の理念の実現を 目指

す条例」 を改正し 、 令和４ 年１ １ 月１ 日から 、 東京都パート ナーシッ プ宣誓制度の

運用を 開始し ます。 こ れに当たり 、 区と 東京都は、 みなと マリ アージュ 制度と 東京

都パート ナーシッ プ宣誓制度の相互活用（ 以下「 相互活用」 と いいます。） に係る連

携協定の締結を 予定し ており 、 多様な性の理解促進に係る取組の拡大に向け、 調整

を進めています。  

こ のこ と を踏まえ、 高齢者集合住宅、 ケアハウス及び障害者住宅を 利用でき る者

の範囲に、東京都パート ナーシッ プ宣誓制度の利用者を 加え、相互活用を図り ます。 

 

２ 改正内容 

（ １ ） 港区立高齢者集合住宅条例 

   利用でき る者の範囲に、配偶者における婚姻の予約者及び東京都パート ナーシ

ッ プ宣誓制度による証明を 本人と と も に受けた６ ０ 歳以上の者（ 証明を受けよう

と する者も 含む。） 等を 加えます。  

（ ２ ） 港区立ケアハウス条例 

   利用でき る者の範囲に、東京都パート ナーシッ プ宣誓制度による証明を と も に

受けた者（ 証明を受けよう と する者も 含む。） 等を 加えます。  

（ ３ ） 港区立障害者住宅条例 

   使用者の資格に、 東京都パート ナーシッ プ宣誓制度による証明を受けた者（ 証

明を 受けよう と する者も 含む。） 等を加えます。  

 

３ 施行期日 

  令和４ 年１ １ 月１ 日  

令和４ 年９ 月１ ３ 日 資料№１  
保 健 福 祉 常 任 委 員 会     



 

1 

港
区
立
高
齢
者
集
合
住
宅
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
利
用
で
き
る
者
の
範
囲
） 

（
利
用
で
き
る
者
の
範
囲
） 

第
三
条 

高
齢
者
住
宅
を
利
用
で
き
る
者
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え

る
六
十
五
歳
以
上
の
者
と
す
る
。 

第
三
条 

高
齢
者
住
宅
を
利
用
で
き
る
者
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え

る
六
十
五
歳
以
上
の
者
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
二
人
世
帯
で
、
六
十
歳
以
上

の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
及
び
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
）
、
六
十
五
歳
以
上
の
親

族
又
は
本
人
と
と
も
に
港
区
男
女
平
等
参
画
条
例
（
平
成
十
六
年
港
区
条

例
第
三
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制

度
を
利
用
す
る
六
十
歳
以
上
の
者
（
本
人
と
と
も
に
当
該
み
な
と
マ
リ
ア

ー
ジ
ュ
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
本
人
と
と

も
に
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実

現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ
る
証

明
を
受
け
た
六
十
歳
以
上
の
者
（
本
人
と
と
も
に
当
該
東
京
都
パ
ー
ト
ナ

ロ 

現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
二
人
世
帯
で
、
六
十
歳
以
上

の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
、
六
十
五
歳
以
上
の
親
族
又
は
本
人
と
と
も

に
港
区
男
女
平
等
参
画
条
例
（
平
成
十
六
年
港
区
条
例
第
三
号
）
第
九
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
利
用
す
る
六
十

歳
以
上
の
者
が
あ
る
こ
と
。 

令和４年９月１３日 資料№１‐２  

保 健 福 祉 常 任 委 員 会  
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ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
が

あ
る
こ
と
。 

二
～
六 

（
略
） 

二
～
六 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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港
区
立
ケ
ア
ハ
ウ
ス
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
利
用
で
き
る
者
の
範
囲
） 

（
利
用
で
き
る
者
の
範
囲
） 

第
四
条 

（
略
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

二
人
用
居
室
を
利
用
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
者
と
す
る
。 

２ 

二
人
用
居
室
を
利
用
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
者
と
す
る
。 

一 

夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
場
合
又
は
婚
姻
の
予
約
関
係
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
港
区
男
女
平
等
参
画
条
例
（
平
成
十
六
年
港
区
条
例
第
三
号
）
第
九
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
と
も
に
利
用
す
る

者
（
当
該
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
と
も
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
を

含
む
。
以
下
「
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
利
用
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を

目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ
る
証
明
を
と
も

に
受
け
た
者
（
当
該
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ
る
証
明
を

と
も
に
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
以
下
「
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
と
も
に
利

一 

夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
場
合
又
は
婚
姻
の
予
約
関
係
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
港
区
男
女
平
等
参
画
条
例
（
平
成
十
六
年
港
区
条
例
第
三
号
）
第
九
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
と
も
に
利
用
す
る

者
（
以
下
「
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
利
用
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

と
も
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
、
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用
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 
夫
婦
の
一
方
又
は
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
利
用
者
の
一
方
若
し
く
は

東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
者
の
一
方
が

前
項
各
号
の
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
り
、
他
の
一
方
が
五
十
五
歳
以
上
の
者

で
あ
っ
て
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

二 

夫
婦
の
一
方
又
は
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
利
用
者
の
一
方
が
前
項
各

号
の
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
り
、
他
の
一
方
が
五
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ

て
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

付 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 



 

5 

 

港
区
立
障
害
者
住
宅
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

(

前
略)  

 
 

（
使
用
者
の
資
格
） 

（
使
用
者
の
資
格
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

世
帯
用
及
び
世
帯
用
（
車
椅
子
対
応
）
の
障
害
者
住
宅
を
使
用
す
る
こ
と
の

で
き
る
者
は
、
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出

を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
及
び
婚
姻
の
予

約
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規

定
す
る
里
親
で
あ
る
本
人
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
（
以
下
「
里
子
」
と
い
う
。
）
、

本
人
と
と
も
に
港
区
男
女
平
等
参
画
条
例
（
平
成
十
六
年
港
区
条
例
第
三
号
）

第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
利
用
す
る
者

（
本
人
と
と
も
に
当
該
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

を
含
む
。
以
下
「
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
又
は

本
人
と
と
も
に
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念

の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ
る
証
明
を

２ 

世
帯
用
及
び
世
帯
用
（
車
椅
子
対
応
）
の
障
害
者
住
宅
を
使
用
す
る
こ
と
の

で
き
る
者
は
、
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出

を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
及
び
婚
姻
の
予

約
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規

定
す
る
里
親
で
あ
る
本
人
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
（
以
下
「
里
子
」
と
い
う
。
）

又
は
本
人
と
と
も
に
港
区
男
女
平
等
参
画
条
例
（
平
成
十
六
年
港
区
条
例
第
三

号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
を
利
用
す

る
者
（
以
下
「
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
を
有
し
、

当
該
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
、
当
該
親
族
の
う
ち
一
人
以
上
の
者
、
当
該

里
子
の
う
ち
一
人
以
上
の
者
又
は
当
該
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
の
相
手
方

が
、
前
項
各
号
（
同
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
要
件
を
満
た
す
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
世
帯
は
自
立
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
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受
け
た
者
（
本
人
と
と
も
に
当
該
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
よ

る
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
以
下
「
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
制
度
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
を
有
し
、
当
該
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る

者
、
当
該
親
族
の
う
ち
一
人
以
上
の
者
、
当
該
里
子
の
う
ち
一
人
以
上
の
者
、

当
該
み
な
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
制
度
の
相
手
方
又
は
当
該
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
宣
誓
制
度
の
相
手
方
が
、
前
項
各
号
（
同
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
要
件

を
満
た
す
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
世
帯
は
自
立
し

て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

   


